
特定非営利活動法人マルル定款

第 1章 総 則

(名  称 )
第 1条  この法人は、特定非営利活動法人マルルという。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都東村山市に置 く。

(目  的 )
第 3条  この法人は障害児者とその家族が安心 して過ごせる居場所を提供 し、経験が
少ないと言われている障害児者 (特に重症心身障害や医療ケア児者、難病児者 )

に様々な体験や機会を提供すると共に、障害児者とその家族が課題としている

地域社会における共生の実現のために課題に取 り組み、状況を一緒に改善 し、

健やかに暮らせる社会の実現を目指 していく。困難をお互いに支え合うことで

社会との繋が りに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福社の増進を回る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)ま ちづくりの推進を図る活動

(4)子 どもの健全育成を図る活動

(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の

活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし
て、次の事業を行 う。

1特定非営利活動に関わる事業

(1)障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく、障害児者と当事者家族との交流促

進事業

(2)障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく、障害児者と当事者家族に対する支

援・相談事業

(3)障害者総合支援法及び児童福祉法に基づ く、障害児者と当事者家族並びに、支

1隆者との連携促進事業及び情報提供事業

(4)福祉法に基づく障害児通所支援事業 (児童発達支援、放課後等デイサー ビス、

保育所等訪間支援等 )

(5)障害児者の理解を深めるための研修事業

(6)障害児者に関する情報発信事業

(7)その他目的を達成するために必要な事業

(種 別 )

第 2章 会 員



第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法 (以
下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会 した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同 じ賛助するために入会 した個人及び団体

(入 会 )
第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、
代表理事に申し込むものとする。

3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認
めなければならない。

4 代表理事は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第 8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失 )

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したと

き。

(3)継続して 1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会 )
第10条  会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出 して、任意に退会す
ることができる。

(除 名 )
第11条  会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名
することができる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明
の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。
(1)理事  3人 以上7人 以内
(2)監事  1人 以上2人 以内
2 理事の うち 1人 を代表理事とし、 1人 以上5人 以内を副代表理事とする。

(選任等 )

第13条  理事及び監事は、理事会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。



3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内の
親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親
族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになつてはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務 )
第14条 代表理事は、この法人を代表 し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐 し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が
欠けたときは、代表理事があらか じめ指名 した順序によつて、その職務を代行す

る。

4 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づ
き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為

又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述
べること。

(任期等 )

第15条 役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現
任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。

(欠員補充 )

第16条  理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞
な くこれを補充しなければならない。

(解 任 )
第17条  役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す
ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわ しくない行為があつたとき。

2 前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明
の機会を与えなければならない。



(報酬等 )

第18条 役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。
3 前 2項 に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成 )

第20条  総会は、正会員をもつて構成する。

(総会の権能 )

第21条  総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業報告及び決算

(4)役員の解任

(5)解散における残余財産の帰属

(6)社員総会で議決をする必要があると理事会が決議 した重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があつたときは、
その日から30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(総会の議長 )

第24条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第23条第 3項の規定によつてあらか じめ通知 した
事項 とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも
って決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正
会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の社員総会の決議があつたものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知された
事項について書面若 しくは電磁的方法をもつて表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、
総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加
わることができない。

(総会の議事録)

第28条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い 。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあっては、その数を付記すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人が、記名押印
又は署名 しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意
思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次

の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があつたものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の権能 )

第30条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会に議決 した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の決議を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載 した書面により

招集の請求があったとき。



(理事会の招集 )

第32条  理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2号の規定による請求があつたときは、その日から14日 以
内に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 2日 前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 33条  理事会の議長は、理事会に出席した中から選ぶ。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によってあらか じめ通知 し
た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条  各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知された
事項について書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理
事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加
わることができない。

(持ち回 り決議 )

第36条  緊急を要する事項について、代表理事から全理事に書面または電磁的方法に
より通知 し賛否を求めた場合には、書面または電磁的方法による理事総数の過

半数を得た賛否をもつて、理事会の決議とすることができる。

2 次条の規定にかかわ らず、持ち回 り決議の場合には、理事総数、代表理事が
全理事に通知 した事項と通知から表決までの経緯、及び各理事の表決結果と付記

意見の内容等の記録をもつて議事録とする。この議事録には、代表理事及びその

他の理事 1名 以上が記名押印または署名 しなければならない。

(理事会の議事録 )

第37条  理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければなら
ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を付記

すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押
印又は署名 しなければならない。



第 5章 資 産
(資産の構成 )

第38条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄附金品

(4)財産から生 じる収益

(5)事業に伴 う収益

(6)その他の収益

(資産の区分 )

第39条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理 )

第40条  この法人の資産は、代表理事が管理 し、その方法は、理事会の議決を経て、
代表理事が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第41条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従つて行わなければな らな
い 。

(会計の区分 )

第42条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度 )

第43条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算 )

第44条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理壺塁が作成 し、
理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第45条 前条の規定にかかわ らず、やむを得ない理由により予算が成立 しないときは、
代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準 じ

収益費用を請 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第46条  予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、理事会の議決を経て、既定
予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算 )

第47条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成 し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。



2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置 )

第48条 予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第49条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の
3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない
事項を除 く。)し たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )
第50条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以
上の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ
ればならない。

(残余財産の帰属 )

第51条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し たと
きに残存する財産は、法第11条第 3項 に掲げる者のうち、総会において議決 し

たものに譲渡するものとする。

(合 併 )
第52条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第 8章 公告の方法
(公告の方法 )

第53条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して
行 う。ただし、法第28条第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この
法人のホームページに掲載 して行 う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第54条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免 )

第55条  事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営 )

第56条  事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事
が別に定める。

第10章 雑 則
(細  則 )
第57条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこ
れを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事    村 上  優 香
副代表理事   薄 井  ゆ りか
副代表理事   高 橋  美奈子
副代表理事   志 水  博 子
監 事     ′1ヽ 野  昌 代
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項 の規定にかかわらず、この法
人の成立の日から令和9年 6月 30日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立
の日から令和8年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条 の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわ らず、次に掲げ
る額とする。

(1)入会金 正会員 く個人・団体)0円  賛助会員 (個人・ 団体)0円
(2)年会費 正会員 (個 人)3,000円  賛助会員 (個人)2,000円 (1日 以上 )

賛助会員 (法人・団体)10,000円 (1日 以上 )



書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係)
設立・役員変更用

役員名簿 (役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法 マ レリレ

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(どちらかにO)

(フ リガナ)
報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等
氏   名

1
・監事
ムラカミユウカ

有 代表理事
村上優香

2
・監事理事
ウスイユリカ

有 副代表理事
薄井ゆりか

3
・監事
タカハシミナコ

有 副代表理事
高橋美奈子

4
・監事理事

シ ミズ ヒ ロ コ

 
有 副代表理事

志水博子

5
理事 監事

* ) -?ta
有

小野昌代

6 理事・監事 有・無

7 理事・監事 有 4正

8 理事・監事 有・無

9 理事・監事 有・無

10 理事・監事 有・無



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 マル ル

1 事業実施の方針
令和 7年度は、「障害児者と当事者家族との交流促進事業」および「障害児者の理解を深めるための研

修事業」については、参加人数の拡大と地域への浸透を図るため、SNSや広報紙、連携機関を活用した

積極的な広報活動を重点的に行う。あわせて、当事者および家族の声をもとに、事業内容の柔軟な見直

しと改善を行い、より多様なニーズに対応できる運営体制を整える。「障害児者と当事者家族との交流促

進事業」の実施にあたり、おもちゃ。ICTの情報提供および支援を実施し、障害児者と共に楽しむ時間

を共有し、おもちゃや ICT機器の家庭内での活用実態について調査研究を行い、より効果的な支援方法

および情報提供手段を検討・確立する。準備が整い次第、医療的ケア児や重症心身障害児への支援経験

を活かした専門的な関わり、遊びや ICT機器を活用した発達支援を家庭、保育所、学校等へ提供したい

と考える。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業              (事 業費の総費用【  288´  】千円 )
定訳に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

障害者総合支
援法及び児童
福祉法に基づ
く、障害児者
と当事者家族
等 との交流促
進事業

・障害児のための
「おもちゃの広場」
重症心身障害児や難病、医
療ケア児向けのスイッチ
おもちゃを用いた遊び場

実信学な:ご家族
の交流を

IuB
2/21

東村山市
子育て総
合支援セ
ンター

6名

重症心身
障害児、
保護者

延ベ

150人 146

障害者総合支
援法及び児童
福祉法に基づ
く、障害児者
と当事者家族
等に対する支
援・相談事業

. aL(tr?ib'L+-\ D l?
)v)v4,m+)

障害児者の家族を対象と
したピアサポー ト交流事
業

障害児者を持つ家族同士
が集い、日常生活における
悩みや不安、思いを共有す
ることを目的とした交流
会を実施する。
就学時の相談や進路選択、

デぞ亀毒籍雛協議
=もとに情報交換を行い、孤

立の防止と精神的負担の
軽減を図る。

Iυ3

1月

オンライ
ン及び、
希望場所
で開催

4名 障害児の
保護者

30人 12
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書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 7ヽルル

1 事業実施の方針
令和 8年度は、「障害児者と家族が安心してつながり、共に学び合う居場所づくり」を推進するため、

以下の重点事業に取り組む。

1.お もちゃの広場の充実

重症心身障害児、医療的ケア児を含む障害児とその家族、きょうだい児が安心して参加できる「おも

ちゃの広場」を定期的に開催する。専門家やボランティアと協働し、発達や特性に応じた遊びを提供す

るとともに、ICTや感覚遊具など多様なおもちゃを取り入れる。地域の子どもや住民との交流を促進し、

インクルーシブな遊び場として地域社会に浸透させる。

2.ピアサポー ト相談の推進

障害児者を育てる親やきょうだいが、同じ立場の仲間と安心して語り合える「ピアサポー ト相談」を

実施する。対面およびオンラインの両方で相談機会を設け、家庭での生活や療育、就学・進学、地域と

の関わりなど、多様な課題について共有できる場を提供する。必要に応じて専門機関につなぐ体制を整

え、家族の孤立防止と心の支えを強化する。

3.広報と連携の強化

SNSや広報紙、関係機関とのネットワークを活用し、事業の周知と参加者の拡大を図る。当事者の声

を反映しながら事業内容を随時改善し、より実効性のある支援活動を推進する。

4、 準備が整い次第、医療的ケア児や重症心身障害児への支援経験を活かした専門的な関わり、遊びや ICT

機器を活用した発達支援を家庭、保育所、学校等へ提供したいと考える。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業              (事 業費の総費用【  459  】千円 )
定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

障害者総合支
援法及び児童
福祉法に基づ
く、障害児者
と当事者家族
等との交流促
進事業

。障害児のための
「おもちゃの広場」
重症心身障害児や難病、医
療ケア児向けのスイッチ
おもちゃを用いた遊び場
の提供と、ご家族の交流を
実施する。

2/13,
5/15,
V14,
11/13.

年 4回

東村山市
地域福祉
セ ン タ

6名
重症心身
障害児、
保護者

延ベ

150人 312

障害者総合支
援法及び児童
福祉法に基づ
く、障害児者
と当事者家族
等に対する支
援 。相談事業

・のんびりおしゃべり |マ
ルル交流会」

障害児者の家族を対象と
したピアサポー ト交流事
業

障害児者を持つ家族同士
が集い、日常生活における
悩みや不安、思いを共有す
ることを目的とした交流
会を実施する。就学時の相
談や進路選択、学校卒業後
の生活等について、当事者
家族の経験をもとに情報

1月 、
6月
年 2回

オンライ
ン及び、
希望場所
で開催

4名 障害児の
保護者

30人 12
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和7年度 活動予算書 (その他事業が上登場合)
設立・ 定款変更用

人 マツレル

単位 :円
●   

“

小 ‖・ 合 ||

57,000

57.000

“

Ю.∝Ю

400,000

障害者毬合支援法及び児童福祉法に基づく、障害児者と当事者家族との交

流促進事棄収益
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく、障害児者と当事者家族に対す

る支援・相談事業収益
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく、障害児者と当事者家族並び

に.文授者との連携促進事業及び情報提供事業収益
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
障害児者の理解を深めるための研修事業収益

受取助成金

受取利息
5 そ

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

457.000

10.400

15,321

0

0

10.000

8.560

243.722

238.∞3

(1
1

1

2 その

2

役員報

“
綸科手当
退職給付費用
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 8年度 活動予算書 (その他事業が上登場合)
設立・定軟変更用

人 マルル

奎位 :円

57,000
20.000

77.||10

600,000

∝Ю.αЮ

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく.障害児者と当事者家族との交
流促進事業収益
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく.障害児者と当事者家族に対す
る支援¨相談事業収益
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく、障害児者と当事者家族並び

に.支援者との連携促進事業及び情報提供事業収益
児童福祉法に基づく障害児通所支授事業

障害児者の理解を深めるための研修事案収益

受取助成金

受取利息

正会員受取会費
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設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係)

特定非営利活動法人マルル 設立趣旨書

1趣 旨
重症心身障害児、難病児、医療的ケア児を育てる家庭は、24時間体制でケアと育児に向き合っています。

における「居場所」の不足があり、障害のある子が安心して遊べる児童館や遊び場がほとんどありませ

。そのような現実から、外出や交流が難しく、孤立を感じるご家族も少なくありません。「どんな遊びが

うのかわからず、結局タブレットやテレビに頼ってしまい、自己嫌悪になる」そんな声も多く聞かれま

。私たちは、障害の重いお子さんが気軽に遊べる “児童館のような場所"を地域に作りたいと考えていま

。おもちゃや遊びを通して子どもに様々な経験を提供し、ご家族も安心して集える場所を築いていくこと

が、私たち「マルル」の願いです。

前述した課題に対して、おもちゃや遊びを通じて親子のつながりを育む居場所づくりを行ってきました。

覚刺激を与えるおもちゃの提供や、専門職との連携による体験会、保護者同士が思いを共有できるピアサ

ー トの時間は、多くのご家族に「ホッとできた」「また来たい」と感じていただける場となりました。私

ちは、この活動を一過性のものではなく、地域に根ざした支援のひとつとして持続可能な形で広げていく

め、特定非営利活動法人を設立し、社会的な信頼と基盤を整えたいと考えています。法人化することによ

って、組織を発展、確立することができ、将来的に障害児者が地域や施設等で継続して経験や学習をして過

ごすことが出来る「まちづくり推進問題」、障害児者の健全育成に関わるさまざまな事業、また、障害児者

の家族の相談に関わる支援を展開することができるようになり、地域社会に広く貢献できると考えます。今

は、より多くのご家庭に向けて活動の幅を広げるとともに、行政や支援機関と連携しながら、障害児者と

その家族が課題としている状況を一緒に改善し、健やかに暮らせる社会の実現を目指してまいります。

2申請に至るまでの経過
4年4月 看護おもちゃあそび「マルル」発足 (重症心身障害児や発達に特性のあるお子様の「おもちゃ

援」を看護訪間にて行う活動)

024年9月 障害児のためのおもちやや遊び、障害児育児に役に立つ情報発信のため「マルルちやんねる」
をYouTubeにて開設し配信開始。Instagramにて、同様の内容で投稿を開始。

025年 2月 障害児のための「おもちゃの広場」開催

5年4月  「マルル」の活動に賛同した会員により、当事者団体 「マルル」を立上げ、東村山市社会福祉協
より当事者団体助成を受ける。

25年 5月 障害児のための 「おもちゃの広場」と投影機器「オミ・ビスタ体験会」同時開催

25年6月 会員間で法人化の意思確認

025年8月  障害児のための「おもちゃの広場」開催。「白梅学園大学 杉山ゼミ」のワークショップをおも
ちゃの広場内にて実施。東村山市と東村山市教育委員会の後援を得る。

令和 7年   9月   17日

設立代表者

氏名 村上 優香




